
 

松戸市コミュニティバス広告掲載要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、松戸市コミュニティバスを広告媒体とし、民間企業等の

広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の種類） 

第２条 広告媒体の広告の種類は、次のとおりとする。 

(1) 車内ポスター 

(2) 車内チラシ 

（広告の規格、掲載期間、掲載料、範囲及び位置） 

第３条 広告の規格、掲載期間、掲載料及び範囲は別表１のとおりとする。 

２ 広告の掲載位置については、市長が決定するものとする。 

３ 掲載期間は１２か月以内とし、掲載開始日及び終了日は、広告主と市長が

協議の上、市長が定めるものとする。また、再掲載は妨げない。 

（広告制作費） 

第４条 広告の制作費は、広告主が負担するものとする。 

（広告募集） 

第５条 広告の募集は、広告枠を新規に設置したとき、又は広告枠に空きが生

じたときに行うことができる。 

２ 市長は、募集を行うにあたって、広告主となり得る者に対して広告掲載募

集の案内をすることができる。 

（広告の申込み） 

第６条 広告を掲載しようとする者は、別表２に定める期日までに、松戸市コ

ミュニティバス広告掲載申込書（第１号様式）により市長に申し込むものと

する。 

２ 前項の規定による申込みは、バス路線ごとに行うものとする。 

３ 広告を掲載しようとする者又はその代表者、役員その他の当該団体に実質

的に関与している者が松戸市暴力団排除条例（平成２４年松戸市条例第２号）

第２条第３号に規定する暴力団員等である場合は、広告の掲載を申し込むこ

とはできない。 

（広告掲載の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、広告掲載

の可否を決定し、松戸市コミュニティバス広告掲載結果通知書（第２号様式）

により申込者に通知するものとする。 



 

２ 市長は、前項に規定する広告掲載の可否の決定を行うに際し疑義が生じた

ときは、次条に規定する審査機関の審査結果に基づいて決定するものとする。 

（審査機関） 

第８条 広告掲載について、前条第２項に規定する審査を行うため、松戸市コ

ミュニティバス広告審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の委員長は街づくり部長を、委員は行政経営課長、広報広聴課長、

財産活用課長、商工振興課長、交通政策課長をもって充てる。 

３ 委員長は、前項で定める委員のほか、関連する課長を臨時の委員として加

えることができる。 

４ 委員会の庶務は、交通政策課において処理する。 

（会議） 

第９条 委員会の会議は、広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合

において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員長がその議長となる。 

３ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（広告物の提出及び掲載料納付） 

第１０条 広告主は、別表２に定める期日までに、広告物の提出及び掲載料納

付について滞りなく行うものとする。また、掲載料は原則、一括納付するも

のとする。 

（広告掲載料の返還） 

第１１条 市長は、広告主の責に帰さない理由により広告の掲載を取り消した

ときは、納付済みの掲載料を当該広告主に返還する。ただし、当該掲載料に

は、利子を付さない。 

２ 前項の規定により返還する掲載料は、掲載を取り消した日以降の納付済額

を、広告掲載承諾日数を基礎とした日割計算による額（１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てる。）とする。 

（広告掲載の取消し） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、広告主に対し催

告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことがで

きる。 



 

(1) 期日までに広告物の提出がないとき。 

(2) 期日までに掲載料の納付がないとき。 

(3) その他広告の掲載が適切でないと市長が判断したとき。 

（広告掲載の中止） 

第１３条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を中止できる。 

２ 広告主が前項の規定により広告の掲載を中止するときは、松戸市コミュニ

ティバス広告掲載中止申出書（第３号様式）を市長に提出するものとする。 

３ 第１項の規定により広告の掲載を中止したときは、納付済の掲載料を返還

しないものとする。 

（広告中止の承諾） 

第１４条 市長は、前条に規定する広告掲載中止の申出があったときは、松戸

市コミュニティバス広告掲載中止承諾書（第４号様式）により申出者に通知

するものとする。 

（広告主の責務） 

第１５条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負

うものとする。 

２ 第三者から広告に関連する損害を被った旨の請求があった場合は、広告主

の責任と負担において解決するものとする。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、松戸市広告掲載要綱（平

成２１年１０月１日施行）その他関係法令に準じて執り行うものとする。 

附 則 

この要綱は、平成３１年１月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 

 



 

別表１（第３条関係） 

広告の種類 規格 掲載期間 掲載料 掲載範囲 

車内ポスター 
原則Ｂ３ 

横版 

月単位 
3,000 円 

／月 
該当路線を運行す

る全車両に各１枚。 連続掲載期間が 

１４日以上の場合 

日単位 

150 円 

／日 

車内チラシ 原則Ａ４ 

月単位 
4,200 円 

／月 該当路線を運行す

る全車両に各 100

枚。 
連続掲載期間が 

１４日以上の場合 

日単位 

 200 円 

／日 

 

 

別表２（第６条関係）   ※基準日は広告掲載希望日 

広告の種類 掲載期間 申込み日 広告物提出日 掲載料納付日 

車内ポスター 

月単位 

３週間前まで １週間前まで １週間前まで 

日単位 

車内チラシ 

月単位 

日単位 



 

第１号様式 

 （用紙規格 ＪＩＳ Ａ４） 

 

年  月  日 

 

松戸市コミュニティバス広告掲載申込書 

（宛先） 

松戸市長 

 

松戸市コミュニティバス広告掲載要綱第６条の規定により、下記のとおり申

し込みます。 

なお、広告掲載にあたっては松戸市コミュニティバス広告掲載要綱に従いま

す。 

            （申込者）住所又は所在地 

                 氏名又は名称            

                 代表者名              

                 電話番号 

 

記 

１ 広告内容  

名  称 種 類 掲載希望位置（区画） 

 
ポスター  

チラシ 乗降口及び降車口付近 

２ 掲載期間    年 月 日から 年 月 日まで （  ヶ月  日） 

３ 掲載路線  

４ 掲載料 

種 類 内 訳 掲載料 

ポスター 3,000 円×   ヶ月×  ヶ所 

 150 円×    日×  ヶ所 

 

円 

チラシ 4,200 円×   ヶ月 

 200 円×    日 

 

円 

掲 載 料 合 計 円 

５ 掲載広告    別添のとおり 



 

第２号様式  

（用紙規格 ＪＩＳ Ａ４） 

 

第  号 

年  月  日 

 

松戸市コミュニティバス広告掲載結果通知書 

 

          様 

 

                         松戸市長 

 

松戸市コミュニティバス広告掲載要綱第７条の規定により、下記のとおり通

知します。 

 

記 

１ 広告内容  

名  称 種 類 掲載希望位置（区画） 

 
ポスター  

チラシ 乗降口及び降車口付近 

 

２ 掲載路線 

 

３ 掲載の可否      承諾・不承諾 

 

４ 掲載期間    年 月 日から 年 月 日まで （  ヶ月  日） 

 

５ 掲載料             円 

 

６ 備 考（不承諾の場合は、その理由） 



 

第３号様式  

（用紙規格 ＪＩＳ Ａ４） 

 

年 月 日 

 

松戸市コミュニティバス広告掲載中止申出書 

 

 

（宛先） 

松戸市長 

 

松戸市コミュニティバス広告掲載中止を要綱第１３条の規定により、下記の

とおり申し出ます。 

 

 （申込者）住所又は所在地 

  

 氏名又は名称            

 代表者名               

 電話番号 

 

記 

 

１ 広告内容  

名  称 種 類 掲載希望位置（区画） 

 
ポスター  

チラシ 乗降口及び降車口付近 

 

２ 掲載路線 

 

３ 掲載中止希望日     年 月 日 

 

４ 掲載広告     別添のとおり 



 

第４号様式  

（用紙規格 ＪＩＳ Ａ４） 

 

第  号 

年  月  日 

 

松戸市コミュニティバス広告掲載中止承諾書 

 

        様 

 

                         松戸市長 

 

 

松戸市コミュニティバス広告掲載要綱第１４条の規定により、下記のとおり

通知します。 

 

記 

 

１ 広告内容  

名  称 種 類 掲載希望位置（区画） 

 
ポスター  

チラシ 乗降口及び降車口付近 

 

２ 掲載路線 

 

３ 掲載中止日    年 月 日 

 


